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第１回エリア防災計画作成部会 

会議録 

 

■開催日時・場所・出席者 

 日 時：令和５年７月２５日（火）１４時～１５時００分 

 場 所：中原区役所５階 ５０２会議室 

 出席者：エリア防災計画作成部会委員（別紙名簿参照） 

村石担当課長、大村課長補佐、斧山職員（以上、中原区役所危機管理担当） 

 

■会議次第 

１ 開 会 

２ 部会長挨拶 

３ 議 題 

（１）武蔵小杉駅周辺地域エリア防災計画の改定方針について 【資料１】 

（２）武蔵小杉駅周辺地域帰宅困難者対策協議会規約及び 

エリア防災計画作成部会会則の令和５年度時点修正について 【資料２－１】【資料２－２】 

（３）武蔵小杉駅周辺地域エリア防災計画の令和５年度時点修正について 【資料３】【資料４】 

４ その他 

    第２回エリア防災計画作成部会 予定: 令和５年１１月下旬 

５ 閉 会 

 

■配付資料 

資料番号 資料名 

－ 次第 

－ 名簿 

－ 武蔵小杉駅周辺地域帰宅困難者対策協議会規約（平成２７年度） 

－ エリア防災計画作成部会会則（平成２７年度） 

資料１    武蔵小杉駅周辺地域エリア防災計画改定方針（案） 
資料２－１  武蔵小杉駅周辺地域帰宅困難者対策協議会規約（修正版） 
資料２－２  エリア防災計画作成部会会則（修正版） 
資料３    武蔵小杉駅周辺地域エリア防災計画（修正版） 
資料４    武蔵小杉駅周辺地域エリア防災計画修正 新旧対照表 
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■会議要旨 

１ 開会 

 

２ 部会長挨拶 

≪川崎市中原区 副区長 青山部会長≫ 

武蔵小杉駅周辺地域エリア防災計画は、平成２７年度に策定されて以来、一時滞在施設の拡充や

継続的な訓練を行ってきたが、武蔵小杉駅周辺の状況や社会環境の変化に伴う様々な課題に対応す

るべく、エリア防災計画の改定を検討している。 

本日の会議では、計画の改定方針についての検討や会則及び計画の令和５年度時点修正を主な議

題としていきたい。 

 

３ 議 題 

（１）武蔵小杉駅周辺地域エリア防災計画の改定方針について 

○事務局より、資料１「武蔵小杉駅周辺地域エリア防災計画改定方針（案）」に基づき、本計画

の改定方針の説明を行った。 

北村委員： 取組の方向性に『夜間、休日の発災対応の強化』があることについて。具

体的な強化の中身は今後詰めていくのか。平和館の運営状況としては、８時

半から１７時１５分まで職員２・３名、夜間は委託業者が対応している。 
夜間、休日にどんな対応を誰が行うのか等、具体的な取組に示したうえで、

各施設における営業時間外の運営状況を踏まえて慎重に検討させて欲しい。 
事 務 局 ： 具体的な取組内容については、改定方針を策定後、素案を作成する段階で

各関係機関と調整・検討する。 
牛島委員： 新たな計画検討体制による検討はいつからになる予定か。 
事 務 局 ： 令和５年度末の計画改定と同時に検討体制を再構成し、令和６年度以降か

ら新しい検討体制で審議する。 
船津委員： 新しい検討体制を『（仮称）武蔵小杉駅周辺地域混乱防止対策協議会』とし

ているが、名称に修正の余地はあるか。 
事 務 局 ： 新たな検討体制の名称は、協議会の主旨に誤解の無いものにする。 
 

（２）武蔵小杉駅周辺地域帰宅困難者対策協議会規約及びエリア防災計画作成部会会則の

令和５年度時点修正について 

○事務局より、資料２－１「武蔵小杉駅周辺地域帰宅困難者対策協議会規約（修正版）」及び資

料２－２「エリア防災計画作成部会会則（修正版）」に基づき、各会議の構成員一覧を令和５

年時点に修正したことについて説明した。 
 

（３）武蔵小杉駅周辺地域エリア防災計画の令和５年度時点修正について 

○事務局より、資料３「武蔵小杉駅周辺地域エリア防災計画（修正版）」及び資料４「武蔵小杉

駅周辺地域エリア防災計画修正 新旧対照表」に基づき、エリア防災計画の記載の一部を令和

５年時点に修正したことについて説明した。 
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４ その他 

○青山部会長より、今年の１１月中旬に第２回エリア防災計画作成部会を開催する予定であることを

説明した。 

 

５ 閉 会 

≪青山部会長 挨拶≫ 

今後、事務局が作成した素案を基に計画改定の検討を進める予定である。各委員においては素案

に対する意見交換や具体的な取組の協議に御協力いただきたい。 
 

以上 


